
 宜野湾市小口資金融資制度のご案内  

 
１．宜野湾市小口資金融資制度のしくみ 
 
 宜野湾市小口資金融資制度は、宜野湾市が融資制度の資金を市が指定する金融機関へ預け入れ、

保証協会が担保力・信用力の不足しがちな中小企業者の保証人になり、その債務を保証するという

仕組みによって運用されています。宜野湾市・沖縄県信用保証協会・金融機関との三者の相互協力

によって市内の事業者に対して必要な事業資金の融通を図る目的で設けられた融資制度です。 
 
２．申込みの要件 
 

①市内に事業所を有し、継続して 1 年以上同一事業を営んでいるもの。 
個人企業の代表者においては、前年度の 12 月 31 日までに宜野湾市に住民登録し、引き続き居住

しているもの。（法人企業の代表者の住所は市外でもよい） 
②常時雇用する従業員数が、商業・サービス業の場合は 5 人以下、製造業・建築業・工業等の場

合は 20 人以下の法人及び個人企業。 
経営者、役員、家族従業員（生計を一にしている家族)は除く。常勤のパート・アルバイトは従業

員に含まれる。 
③市税の滞納がないもの 
④適切なる事業計画を有し、償還見込が確実なこと 
⑤保証協会の保証対象業種であるもの 
⑥許可・認可・届出等を必要とする業種に該当する場合の事業者は、許可・認可を受け、又は届

出を行ったもの。 
⑦借換融資の対象は現に受けている小口融資の元金の 2 分の１以上を償還しているもの 

 
３．融資内容 
 
【資金使途】 
 運転資金・・・商品仕入、原材料の購入資金等。 
 設備資金・・・店舗及び事業所の増改築又は機械・車両の購入資金等。 
 転業資金・・・業種を転換する場合の商品仕入や設備資金等。 
融資条件 融 資 対 象 融資限度額 融資期間 融資利率 保証料率 

一般 

貸付 

従業員数 20 人以下の企業 

（商業・ｻｰﾋﾞｽ業は 5 人以下） 
2.45% 

1.45%以内で保証協

会の審査により決定

特別 

小口 

貸付 

中小企業信用保険法に規定する特別小口 

保険該当者に対する無担保無保証人制度 

※但し、法人については代表者を連帯保証人とする

1 企業 

あたり 

750 万円

 

7 年 
据置期間

6 ヶ月以内

(月賦償還)
2.25% 0.60% 

※年度途中で貸付金利が改定されることがあります。          （平成 23 年 4 月現在） 
 
 



 
 
 
４．保証人について 
 法人の代表者を除き、連帯保証人は原則不要とします。 
但し、調査の段階で保証人の追加・変更等を求められる場合があります。 

 
５．融資手順 ※申込みから融資実行までに１～2 ヵ月かかります。計画的に申し込んでください。 
 
融 資 相 談  商工振興課で融資相談を行い、申込書を受け取ります 
    ↓ 
融 資 申 込 申込書に必要書類を添えて、商工振興課へ申し込みます。 
       ↓ 
融 資 依 頼 市は必要書類・事業所の確認後、申込者へ融資依頼書を手渡します。 
    ↓      申込者は融資依頼書を金融機関へ提出します。 
金 融 機 関 審 査 金融機関による企業の調査が行われ、保証協会へ保証取付けが依頼されます。 
      ↓ 
保 証 協 会 審 査 保証協会の調査の結果、適当と審査された場合は保証承諾書が送られます。 
       ↓ 
貸 付 契 約 締 結 資金の貸付が決定すると、貸付証書が作成され、取扱金融機関から融資実行

↓    となります。 
貸 付 金 の 返 済 取扱金融機関へ貸付金を償還します。 
※取扱金融機関は、琉球銀行・沖縄銀行･沖縄海邦銀行･コザ信用金庫市内各支店 

 
６．融資申込期間 

受付開始日(4 月)～翌年 2 月末まで（ただし、融資枠に達し次第締め切ります。） 
 
７．沖縄県信用保証協会について 
  沖縄県信用保証協会とは、物的担保力、信用力の弱い中小企業者が国・県・市町村の制度資金

を利用したり、あるいは金融機関から資金を借入する場合に中小企業者の保証人となって、融資

が円滑に行われるように設けられた中小企業者のための公的信用機関です。保証の申込みは保証

協会又は金融機関のどちらでもできますが、保証協会自体は資金の貸付は行っていません。 
 保証取り付け後、万一何らかの事故で中小企業者が返済不能に陥った場合、保証協会が中小企業

者に代わって代位弁済します。その後の中小企業者の債務は、経営の立ち直りを図りつつ、保証

協会に返済します。 
 
◇問い合わせ◇ 

宜野湾市 市民経済部 商工振興課（宜野湾市役所 新館 2 階） 
０９８－８９３－４４１１(内線４４９) 


